
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書類 記載要領等

→
第３号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書（一般用）
又は第４号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書（自己証明用）

－乗船履歴のカウント方法ー

・ 船員法上の雇入期間（雇入日～雇止日）
※が乗船期間となります。

※ 雇入期間が「不定」の場合、官庁公認印の日付から
雇止日まで

・ 病気休暇、有給休暇その他の自己都合による
休暇を取得した期間は乗船日数にカウントで
きませんので、「乗船日数」の欄にはこれらを
除外した日数を記入してください。

＜記入例（表）＞

船員法適用船舶
（船員手帳滅失時）

B②

第４号様式（自己証明用）の場合

【追加証明】の１～４う
ち該当する欄を使用
（該当しない欄は削除
して使用する）

＜記入例（裏）＞

＜(令和6年3月29日国海技第621号) 2.ロ（一部抜粋）＞
（※マリーナ等による乗船履歴の証明が困難な特段の事情
があると認められる場合であって、申請者が所属する団体
（旅客船協会、漁業協同組合等）の長がその履歴を証明で
きるときは、マリーナ等による乗船履歴の証明に代えて、
当該所属団体の長による証明を提出することができるもの
とする。）。

※マリーナ等･･･他の船舶所有者又は居住する市町村の長
若しくは係留施設の管理者


